
○　調査基準価格

　　直接工事費×０．９７＋共通仮設費×０．９＋現場管理費×０．９

　　＋一般管理費等×０．７(千円未満を切り捨て)

○　失格判断基準

　１．入札価格の低い１０者の平均入札価格×０．９５（千円未満を切り捨て）

　２．設計上の純工事費相当額×０．８（千円未満を切り捨て）

○　詳細調査実施基準額

　１．設計上の直接工事費の額、共通仮設費の額及び現場管理費相当額に５分の２を

　　　乗じて得た額の合計額（千円未満を切り捨て）

　２．入札比較価格に１０分の８を乗じて得た額（千円未満切り捨て）

低入札価格調査制度の端数処理の考え方


